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委員意見 

２０１３年９月１１日 
 
１ 一部の代替フロンについては、日本の産業部門の自主的取り組みにより、大幅な削減

が達成された。他国と比較しても、この取り組みは特に優れていた。よく組織化された業

界団体において問題意識・情報を共有し対策を進めることができるという、自主的取り組

みの利点がよく顕れた例である。 
 
（１）電力部門におけるＳＦ６削減 
電力部門においては、電気事業連合会等の自主的取り組みによりＳＦ６の削減が進めら

れた。日本においては速やかな削減が見られ、諸外国と好対照をなしている（下図）。なお

詳細については添付資料(西村・杉山 2008)を参照されたい。 

 
                            （西村・杉山2008より転載） 
 
（２）半導体産業による代替フロン削減 
半導体産業は、1999 年に代替フロン削減の共通目標を掲げ、排出削減に向けた多国間連
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携での自主的な取り組みを展開した。これには以下の特徴があった（詳しくは別添の杉山・

若林 2013 を参照されたい）。 
① 半導体産業では、各企業が温暖化対策として決して安価とは言えない費用の負担を自主

的な枠組みの下で受容し、代替フロンの排出抑制に成功した。 
② 世界共通の削減数値目標と、それを実現するための様々な技術情報の交換等の具体的、

かつ積極的な活動により、2010 年に 1995 年比で米国が 35％削減､欧州が 41%削減､日

本では 50.6%削減（下図）というように､いずれの国・地域においても当初目標の 10%
を大幅に上回る削減を達成した。 

③ 上述のような総量目標では日本をはじめ技術的限界に近づく国・地域がある中で、民間

部門を中心に 2010 年以降の対策における共通目標が協議され、「新規工場に対するベス

トプラクテイスの導入」という内容で 2011 年 5 月に合意された。これは、技術的な対

策ベースでの目標設定によって、地域的な取り組みの差異を減らし､公平性と世界規模

での効率性の両立を図るものと解釈でき、今後の温暖化対策の国際協調のあり方の 1 つ

を提示するものといえる。 

 
 
２ 吸収源については、林業による伐採を前提とするのであれば、温暖化対策としての寄

与は無に帰する可能性なしとしない。今一度、５０年、１００年といった長期的な観点か

らの温暖化対策への寄与を再検討すべきではないか。 
吸収源は、それまであまり知られていなかったものが、１９９７年の京都議定書交渉に

おいて俄かに注目を浴びるようになり、国際交渉の駆け引きの中で吸収量の算定方法など
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の制度がばたばたと形成されていった。現在でもその経緯を引きずる格好で、温暖化問題

の時間範囲からみれば短期的と言える１０年程度の時間範囲での炭素ストックの増加につ

いて議論が集中する傾向がある。だがこれは、温暖化問題がもっと長期的な問題であると

いう本質からみると焦点が外れている。 
日本についていえば、戦中・戦後の荒廃ではげ山と化した国土が、現在では全体として

回復途上にあり、炭素ストックは増加傾向にある。この傾向を今後も続けていくことは温

暖化対策の一つの方向性としてはありうる。 
ただし、現在の日本の吸収源対策は、あくまでも用材生産のための林業の一部と位置づ

けられているように見える。これは一定の時期が来たら伐採するという意味であろう。な

らば、それまでの炭素ストックは大気に戻ってしまう。いま必要な見積もりは、２０５０

年・２１００年に向けて、日本の森林の炭素ストックがどの程度「純増」するかというこ

とである。 
効率的に用材生産をする林業を実施するためには、成長途中の森林が必要であり、なら

ば国全体としての炭素ストックはそれほど大きくならないかもしれない。対照的に、もし

も用材生産を止めて、環境保全・維持コスト低減と組み合わせる形で炭素固定の最大化を

考えるならば、かなりの量の炭素ストックを蓄積できるのかもしれない。森林利用のあり

方と一体となった炭素ストックのシナリオを複数作成し、長期的観点から炭素ストックの

増加を見積もる必要がある。 
 

３ 林業分野における諸政策の費用便益という観点から見れば、温暖化対策（吸収源、バ

イオエネルギー等）は付随的なものに過ぎない場合が多いのではないか。そうであれば、

温暖化対策に寄与するという理由ではなく、そもそもの林業政策としての費用対効果で政

策実施の是非を判断すべき場合が多いのではなかろうか。これに関し、多面的機能につい

ての現行の政府試算は、ベースラインの設定等に大幅な改善の余地があり、今後、再検討

が必要である 
一般的にいって、温暖化問題においては環境外部性を内部化しなければならない。これ

は「市場の失敗」に対して政府が介入して補正するというものである。しかしこれはどの

ような介入でも是とするということではない。資源の効率的配分においては市場に優れた

点があるため、政府の介入によって非効率になることもある。これは「政府の失敗」と呼

ばれる。温暖化対策においては、市場と政府のバランス（ないしは「市場の失敗」と「政

府の失敗」のバランス）をとることが常に肝要である。 
吸収源・バイオエネルギー対策ともに、ＣＯ２削減以外にも、多様な便益があるとされ

る。これは温暖化対策に関わる学界ではコベネフィット （co-benefit）と呼ばれている。さ

てコベネフィットがあるのは結構である。しかし他方で、これが政策の説明責任の欠如を

招かないよう注意が必要である。つまり、ある政策があったとして、その費用対効果が悪

いと判断されても、これには別の便益があるので推進します、という回答に終わってしま
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う危険である。そうならないためには、どの程度のコベネフィットがあるかを具体的に勘

定したうえで、そのコベネフィットを実現するために投入されている林業への補助金など

の費用を差し引く必要がある。 
吸収源・バイオエネルギー対策においては、コベネフィットやその実現のためのコスト

を含めた、総合的な費用便益を分析したうえで、政策実施の是非を検討すべきである。吸

収源・廃棄物対策においては、コベネフィットやその実現のための費用の方が、ＣＯ２削

減の効果や費用よりも、はるかに大きい場合が多いと思われる。それならば、そもそもの

林業政策・廃棄物対策としての費用対効果でその実施の是非を判断すべきである場合が多

いのではなかろうか（くわしくは下記「コベネフィットについての補足」を参照）。 
 

コベネフィットについての補足 
１ コベネフィットの定義 

温暖化対策においては、コスト（Ｃ円；例えば人工林における林業維持のために政府が

投じる予算）に対してＣＯ２削減（Ｅトン）が生じるが、この際、副次的な便益（Ｂ円）

が生じる。これ（Ｂ）をコベネフィットという。 
コベネフィットに含まれるものは多い。たとえば、省エネルギー政策であればエネルギ

ー代の節約や安全保障の増進があるし、吸収源対策については、林業の収益増進、雇用の

促進、水資源の保全、景観の保全、地域振興、などがありうる。 
コベネフィットを考慮しない場合、温暖化対策は以下のときに正当化される。 

Ｅ ＊ Ｐ ＞   Ｃ              ① 
なおＰはＣＯ２の価格である。ＰはＣＤＭなどを参照するならば千円／トンＣＯ２ぐらい

になるが、もっと高めに(例えば３千円ぐらいに)設定してもよいだろう。 
コベネフィットを考慮する場合、温暖化対策の正当化される範囲は広がる。 

 Ｅ ＊ Ｐ ＋ B ＞ Ｃ           ② 
とくにコベネフィットがコストより大きければ、その温暖化対策はＣＯ２の価格に依らず

正当化されることになる。 
 
２ 吸収源におけるコベネフィットについて 
さて吸収源については、コベネフィットとして多くのことが言われている。たとえば、

雇用の促進、水資源の保全、景観の保全、地域振興、などである。これらは一口に森林の

多面的機能と呼ばれる。他方で、これを維持するために、林業分野には、さまざまな補助

金が投入されている。 
 多面的機能の評価について、現段階の政府試算は暫定的な方法論に基づくものに留まっ

ており、今後、改善が必要である。たとえば、用材生産をする林業の多面的便益を勘定す

るにあたり、雑木林ではなくて、一切の植生がない禿山を比較対象（ベースライン）とし

ている。実際には雑木林であれば維持費用もほとんどかからず多面的機能も遜色ないと思
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われるので、このベースラインの設定についてはおおいに議論の余地がある（林直樹 2012)。 
C については、まとまった報告を寡聞にして知らないが、当審議会として重要な情報であ

り、その調査を求めたい。 
 
３ コベネフィットが大きい温暖化対策について 

さて吸収源について実際に上記２を実施してみると、多くの場合、コベネフィット（多

面的機能）B、温暖化対策の費用Ｃのほうが、便益Ｐ＊Ｅよりも大きいことが多い。 
B、Ｃ ＞＞ Ｐ＊Ｅ   ④ 

このとき、当該政策について、その実施の是非をどう考えたらよいか。 
明白に誤りなのは、「温暖化に資する（Ｅ＞０）のだから、当該政策を実施する」という

論理である。 
むしろここで、何か小さい数を無視するとしたら、Ｅの効果である。つまり、当該政策

は、温暖化対策以外の
、、、

費用便益（B 、Ｃ）のみを考慮してその実施の是非を検討するべき

である。つまり 
B   ＞   Ｃ     ⑤ 

ならば実施するということである。 
もしも、温暖化の便益が無視できない程度に存在するということであれば、式②に帰れ

ばよい。 
        Ｅ ＊ Ｐ ＋ B ＞ Ｃ           ② 

 これはつまり、温暖化対策の便益をＣＯ２価格Ｐで評価（Ｅ＊Ｐ）してコベネフィット B
に合算したうえで、当該政策の費用全体（Ｃ）と比較し、便益が費用を上回れば当該政策

が正当化されるということである。 

 
４ 上記２、３のような論点を含めて、吸収源対策について体系的に検討するためには、

吸収源を含めた林業分野全体について、森林の多面的機能の間のトレードオフを明確にし

た複数のシナリオを作成し、費用対効果を定量的に分析する作業を行うべきである。 
シナリオの方向性としては、用材生産を目指すのか、地域の環境機能を重視するのか、

財政負担の少ない低コストな形での森林維持を目指すのか、炭素ストックを重視するのか

といったものがある。これら全てを同時に最大化するシナリオは存在しない。仮にそうし

ようとするならば、すべて中途半端になる。実際には用材生産と炭素ストックなど、多く

のトレードオフが存在するので、それを分析し、適切な選択をしていかねばならない。 
 
５ バイオエネルギーの技術政策について。経済性が改善し大規模普及する見通しが無い

ままに多くの実証試験が行われ、費用対効果が低くなっている懸念はないか。一定の炭素

価格を想定しても採算が合う見込みがないならば実証試験は行わず、バイオテクノロジー

分野における基礎的な技術開発に重点をシフトすべきではないか。 
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 現在実用化されているバイオエネルギー技術では、日本でバイオエネルギー産業が拡大

することは望めない。高額な補助金（FIT を含む）によって導入を進める方法も費用対効果

が悪い。技術的なブレイクスルーが必要である。バイオエネルギーにおける革新的な技術

としては、セルロース等からの液体燃料製造、藻類による急速な炭素固定・液体燃料製造

などの可能性が知られている。さらには、より広範なバイオ科学・技術全般の前進によっ

て、エネルギー分野はもとより、食糧・原料・環境保全など、多くの課題の解決が期待さ

れる。将来にわたり経済性の見込めない技術の実証試験に予算を費やすよりも、これらバ

イオテクノロジーの基礎研究を一層強化するほうが、温暖化対策としても、経済政策とし

ても、望ましいのではないか。 
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